
市区町村における犯罪被害者等支援を目的とした条例等の制定状況
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岡山県 倉敷市 倉敷市犯罪被害者等支援条例 平成24年4月1日 ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ ○ － ○

岡山県 津山市 津山市犯罪被害者等支援条例　 平成24年4月1日 ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ － ○

岡山県 玉野市 玉野市犯罪被害者等支援条例 平成24年4月1日 ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － ○ ○ － ○

岡山県 笠岡市 笠岡市犯罪被害者等支援条例
平成24年4月1日
（令和3年4月1日改正）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岡山県 井原市 井原市犯罪被害者等支援条例 平成24年4月1日 ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ － ○

岡山県 総社市 総社市犯罪被害者等支援条例 平成23年4月1日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岡山県 高梁市 高梁市犯罪被害者等支援条例
平成24年4月1日
（令和3年4月1日改正）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○

岡山県 新見市 新見市犯罪被害者等支援条例
平成24年1月1日
（令和3年4月1日改正）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○

岡山県 備前市 備前市犯罪被害者等支援条例 平成23年10月1日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○

岡山県 瀬戸内市 瀬戸内市犯罪被害者等支援条例 平成24年1月1日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － ○

岡山県 赤磐市 赤磐市犯罪被害者等支援条例
平成24年4月1日
（令和4年4月1日改正）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○

岡山県 真庭市 真庭市犯罪被害者等支援条例 平成24年4月1日 ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ － ○

岡山県 美作市 美作市犯罪被害者等支援条例 平成24年1月1日 ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － ○ ○ ○ － ○

岡山県 浅口市 浅口市犯罪被害者等基本条例
平成24年4月1日
（令和4年4月1日改正）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○

岡山県 和気町 和気町犯罪被害者等支援条例 平成23年9月26日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○

岡山県 早島町 早島町犯罪被害者等基本条例 平成23年10月5日 ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ － ○

岡山県 里庄町 里庄町犯罪被害者等支援条例
平成23年10月1日
（令和3年4月1日改正）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○

岡山県 矢掛町 矢掛町犯罪被害者等支援条例 平成23年10月1日 ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岡山県 新庄村 新庄村犯罪被害者等基本条例
平成23年6月27日
（令和3年4月1日改正）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○

岡山県 鏡野町 鏡野町犯罪被害者等基本条例 平成23年9月29日 ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － ○ ○ － ○

岡山県 勝央町 勝央町犯罪被害者等支援条例
平成23年12月20日
（令和4年4月1日改正）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ － －

岡山県 奈義町 奈義町犯罪被害者等支援条例
平成23年9月6日
（令和2年6月9日改正）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － －

岡山県 西粟倉村 西粟倉村犯罪被害者等基本条例
平成23年6月22日
（令和3年4月1日改正）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○

岡山県 久米南町 久米南町犯罪被害者等基本条例
平成23年12月22日
（令和2年9月23日改正）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○

岡山県 美咲町 美咲町犯罪被害者等支援条例 平成23年12月22日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○

岡山県 吉備中央町 吉備中央町犯罪被害者等基本条例
平成23年9月22日
（令和2年7月11日改正）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○

基本的施策

（注）「条例名」欄の「※」は、特化条例には当たらないものの、犯罪被害者等支援のための実効的な事項を盛り込んだ条例を示す。
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